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それでは、小野田中央青果株式会社の第 38 期及び第 39 期事業年度営業の報

告を受けましたので、お手元の資料を添えて御報告します。 

 

まずは、第 38 期、令和元年度の決算であります。 

令和元年度におきましては、単年度で 2,466 万 9,579 円の損失を計上してお

り、累積債務は 6,304 万 1,906 円となりました。 

市場
しじょう

全体の取扱数量は 71 万 7,561kg で、前年度比 72.4%、取扱金額は 2 億

1,506 万 4,026 円で、前年度比 67.8%であり、ピーク時である平成 19 年度の約

25％まで減少している状況でありました。 

次に、第 39 期、令和 2 年度の決算であります。 

令和 2 年度決算の期間は、令和 2 年 4 月 1 日から 4 月 17 日までとなります

が、133 万 3,869 円の損失を計上しており、累積債務は、6,437 万 5,775 円と

なりました。 

同社におきましては、令和 2 年 3 月 19 日をもって卸売業を廃止し、令和 2

年 4 月 17 日付けで破産手続が開始され、現在破産管財人が破産手続を進めて

いるところであります。 

今後につきましては、現在市場活動の継続に向け、関係者と協議を進めてい

るところであり、市場
しじょう

の新たな運営形態の確立に向け、全力で取り組んでまい

ります。 

 

 

以上、御報告申し上げます。 

 

 

 

 

 


